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黄色いチョークでマークした外側に、発
見した月日と時間を記入します。マーク
したところ、翌日には片づいていたとい
う事例があります。

令和2年度 狂犬病予防 集合注射日程

とき
（4 月） と こ ろ 時間

7日㈫

天間まちづくりセンター 9:30〜10:30

鷹岡まちづくりセンター 11:00〜12:00

岩松北まちづくりセンター 13:30〜15:00

8日㈬

原田まちづくりセンター 9:30〜10:30

須津まちづくりセンター 11:00〜12:00

今泉まちづくりセンター 13:30〜15:00

9日㈭

大淵まちづくりセンター 9:30〜10:30

丘まちづくりセンター 11:00〜12:00

伝法まちづくりセンター 13:30〜15:00

10日㈮
田子浦まちづくりセンター 9:30〜12:00

富士北まちづくりセンター 13:30〜15:00

13日㈪

浮島まちづくりセンター 9:30〜10:30

元吉原まちづくりセンター 11:00〜12:00

県富士総合庁舎 13:30〜15:00

14日㈫

富士見台まちづくりセンター 9:30〜10:30

青葉台まちづくりセンター 11:00〜12:00

広見まちづくりセンター 13:30〜15:00

15日㈬

松野まちづくりセンター 9:30〜10:30

富士川まちづくりセンター 11:00〜12:00

岩松まちづくりセンター 13:30〜15:00

16日㈭

城山町公会堂（大淵） 9:30〜10:30

吉永北まちづくりセンター 11:00〜12:00

吉永まちづくりセンター 13:30〜15:00

17日㈮
富士南まちづくりセンター 9:30〜12:00

富士駅南まちづくりセンター 13:30〜15:00

19日㈰ 市役所東側駐車場 9:30〜12:00

持ち物　
❶愛犬手帳、❷通知はがき（2月末時点で犬

の登録をしている所有者へ3月に送付）、❸

注射代（注射済票含む。1頭につき3,500円）

問い合わせ／環境総務課　155-2768　551-0522
Eka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

大切な命だから考えよう

「犬」「猫」
との暮らし方

「
幸
せ
の
黄
色
い
チ
ョ
ー
ク
」

を
配
布
し
て
い
ま
す

富
士
市
マ
ナ
ー
条
例
で
は
、
公
共
の
場
所
や

他
人
の
土
地
で
の
飼
い
犬
な
ど
の
ふ
ん
放
置
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
環
境
総
務
課
で
は
、
ふ
ん

放
置
対
策
と
防
止
啓
発
の
た
め
の
「
幸
せ
の
黄

色
い
チ
ョ
ー
ク
」
セ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】
く
ら
し
と
市
政
→

く
ら
し
・
手
続
→
環
境
→
マ
ナ
ー
条

例
→
富
士
市
マ
ナ
ー
条
例
「
幸
せ
の

黄
色
い
チ
ョ
ー
ク
」
の
配
布
に
つ
い
て

飼
い
犬
に
は
、
登
録
と
鑑

か

ん

札
さ

つ

の
着
用
、
毎

年
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
法
律
（
狂
犬
病

予
防
法
）
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

◆
飼
い
犬
の
登
録
に
つ
い
て

生
後
91

日
以
上
の
犬
は
、
犬
を
飼
い
始
め
た

日
か
ら
30

日
以
内
に
登
録
が
必
要
と
な
り
、

登
録
時
に
交
付
さ
れ
る
鑑
札
や
、
狂
犬
病
予

防
注
射
済
票
は
、
犬
に
着
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

登
録
場
所
／ 
環
境
総
務
課
（
市
役
所
10

階
）
、

市
内
の
動
物
病
院

登
録
手
数
料
／
１
頭
3
0
0
0
円

◆
鑑
札
・
注
射
済
票
を
紛
失
・
破
損
し
た
場
合

愛
犬
手
帳
と
認
め
印
を
持
参
し
、
環
境
総
務

課
で
再
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

再
交
付
手
数
料
／ 

鑑
札
1
6
0
0
円

注
射
済
票
3
4
0
円

◆
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

4

月
に
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
実
施
し
ま
す
（
左
表
参
照
）
。
詳
し
く
は
、

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

【
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】
く
ら
し
と
市
政
→

く
ら
し
・
手
続
→
ペ
ッ
ト
・
動
物
→
ペ

ッ
ト
・
動
物
→
「
令
和
2

年
度
狂
犬
病

予
防
集
合
注
射
」

住
所
変
更
や
、
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

は
届
け
出
を

市
内
で
飼
い
犬
の
居
場
所
が
変
わ
っ
た
と
き

は
、
愛
犬
手
帳
を
持
参
し
、
環
境
総
務
課
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
直
接
届
け
出

る
ほ
か
、
電
話
ま
た
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
電

子
申
請
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

犬との暮
ら

し
方

※ 当日、会場で新規登録もできます（１頭に

つき 3,000 円）。

※おつりのないようにご用意ください。

※ 上記の日程で都合が悪い場合は、動物病院

で必ず予防注射を受けさせてください。

※ 犬の体調が悪い場合には、集合注射会場では

接種できません。後日、動物病院で犬の体調

などを相談の上、注射を受けてください。
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室
内
飼
養
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

猫
を
屋
外
に
出
す
と
、
近
隣
住
民
の
迷
惑
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
交
通
事
故
や
感
染
症
な
ど
、

猫
へ
の
危
険
も
い
っ
ぱ
い
で
す
。
次
の
マ
ナ
ー

を
守
り
、
室
内
飼
養
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

◆
首
輪
や
迷
子
札
を
つ
け
る

◆
去
勢
・
避
妊
手
術
を
す
る

所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫
の

 「
去
勢
・
避
妊
手
術
補
助
制
度
」
に
つ
い
て

所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫
の
去
勢
・
避
妊
手

術
を
し
た
場
合
、
そ
の
年
度
内
（
4

月
1

日
〜

翌
年
3

月
31

日
）
に
申
請
す
る
と
、
補
助
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
。

※
飼
い
猫
に
つ
い
て
は
飼
い
主
の
責
任
に
お
い

て
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
／

富
士
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
人
で
、
市
内
に
生
息
す
る
所
有
者
の
判
明

し
な
い
猫
に
手
術
（
耳
先
カ
ッ
ト
含
む
）
を

し
た
人

詳
し
く
は
、
環
境
総
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
な
お
、
補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内

で
交
付
す
る
た
め
、
予
算
が
終
了
次
第
、
申
請

受
付
を
終
了
し
ま
す
。

わ
ん
ち
ゃ
ん
・
ね
こ
ち
ゃ
ん

飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

小
さ
な
命
を
大
切
に
！

犬
や
猫
を
虐
待
し
た
り
捨
て
た
り
す
る

こ
と
は
犯
罪
で
す
。
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ
と

は
、
命
を
預
か
る
こ
と
で
す
。
飼
い
主
に

は
、
ペ
ッ
ト
の
命
が
尽
き
る
ま
で
飼
育
す

る
義
務
と
責
任
が
あ
り
ま
す
。
最
後
ま
で

愛
情
と
責
任
を
持
っ
て
適
正
に
飼
い
ま
し

ょ
う
。
ど
う
し
て
も
飼
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
大
切
に
飼
っ
て
く
れ

る
人
を
探
し
ま
し
ょ
う
。

新
し
い
飼
い
主
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き

は
、
市
役
所
１
階
北
口

の
「
ポ
ッ
チ
と
ニ
ャ
ン

チ
の
愛
の
伝
言
板
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
愛

の
伝
言
板
は
、
譲
り
た

い
人
と
新
し
い
飼
い
主

と
の
情
報
交
換
の
場
で

す
。

死
亡
し
た
犬
・
猫
な
ど
の

小
動
物
の
火
葬

飼
い
犬
や
飼
い
猫
な
ど
の
小
動
物
は
、

環
境
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
動
物
専
用
炉

で
火
葬
で
き
ま
す
。
料
金
は
、
環
境
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
☎
（
35

）
0
0
8
1
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
火
葬
の
立
ち
会
い
、
焼
骨
の
引
き
渡
し

は
で
き
ま
せ
ん
。

飼
い
犬
・
飼
い
猫
が
行
方
不
明
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
連
絡
を

飼
い
犬
や
飼
い
猫
が
行
方
不
明
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
環
境
総
務
課
、
及

び
次
の
連
絡
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
先
】

◎
富
士
保
健
所
衛
生
薬
務
課
（
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（
65

）
2
1
5
4

◎
富
士
警
察
署
会
計
課

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（
51

）
0
1
1
0

県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
迷
い
犬
情
報
」
で
は
、
保

健
所
で
保
護
し
て
い
る
犬
の
情
報

を
公
開
し
て
い
ま
す
。「
静
岡
県
迷

い
犬
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

始
め
よ
う
！
ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

避
難
が
必
要
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、

飼
い
主
は
ペ
ッ
ト
の
適
切
な
避
難
場
所
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

日
ご
ろ
か
ら
、
災
害
時
に
備
え
て
必
要

な
し
つ
け
を
し
て
、
ペ
ッ
ト
用
の
餌
や
ケ

ー
ジ
、
水
な
ど
の
備
蓄
品
を
確
保
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

（
一
社
）
静
岡
県
動
物
保
護
協
会
作
成

の
イ
ラ
ス
ト
や
東
日
本
大
震
災
の
実
際
の

写
真
を
用
い
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た

冊
子
「
ペ
ッ
ト
動
物
の
災
害
対
策
（
犬
編

・
猫
編
）
」
を
、
環
境
総
務
課
窓
口
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

猫との暮
ら

し
方

所有者の

判明しない猫
に

餌を

あげている人
へ

餌をあげるだけでは、

猫がどんどんふえ、周辺

環境を汚したり、近隣住

民に迷惑がかかったりし

ます。餌をあげてかわいがるだけが「愛

護」ではありません。餌を与えないこ

とも、不安定な環境で生きていく不幸

な猫をふやさないことにつながります。

目の前の猫がかわいそうで

見ていられないなら

◦地域の理解を得られるよう努力する。

・ふえてしまわないように、去勢・避

妊手術をする。

・餌は、面倒を見ると決めた猫にだけ

与え、残したら置きっ放しにせず片

づける。

・トイレを設置し、ふんやおしっこを

処理する。

命ある動物の面倒を見る人として、
責任を持って適正な飼養をしましょう。


